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『
戦
国
楚
簡
研
究

2
0

0

 
5
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
38
号〉）

序
言

平
成
十
七
年
十
二
月

『
内
豊
（
證
）
』
（
以
下
『
内
礼
』
と
表
記
）
は
、
馬
承
源
主
編
『
上

海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0

四
年
）
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
出
土
文
献
で
あ
る
。
李
朝
遠
氏
に

よ
る
同
書
の
「
釈
文
考
証
」
に
も
と
づ
き
、
書
誌
に
か
か
わ
る
概

要
を
以
下
に
記
す
。

現
存
簡
は
十
簡
。
そ
の
う
ち
完
全
な
簡
が
四
簡
で
、
全
長
四

十
四
・
ニ

cm
。
二
つ
の
断
簡
を
綴
合
し
て
復
原
さ
れ
る
整
簡

が
三
簡
、
上
半
段
を
存
す
る
残
簡
が
一
簡
、
下
半
段
を
存
す

る
残
簡
が
一
簡
、
上
・
下
段
を
存
し
中
段
に
鋏
失
の
あ
る
簡

が
一
簡
あ
る
。
編
線
は
上
・
中
・
下
三
編
で
、
第
一
編
線
は

先
端
か
ら
一
・
ニ

s
-
•
四

c
m、
第
三
編
線
末
端
か
ら

O
·

四

O
I
―
五
九
頁

八
s
.
-
c
m
に
あ
り
、
第
一
編
線
と
第
二
編
線
、
第
二
編

線
と
第
三
編
線
の
間
は
い
ず
れ
も
二
十
一

cm
で
あ
る
。
第
一

簡
か
ら
第
七
簡
ま
で
は
連
読
す
る
こ
と
が
で
き
、
全
篇
に
は

句
読
符
号
が
多
見
さ
れ
る
。
第
一
簡
の
背
面
に
篇
題
「
内
豊
」

が
倒
書
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
十
簡
以
外
に
、
同
一
字
体

で
あ
る
が
文
義
が
連
続
せ
ず
編
線
も
整
合
し
な
い
た
め
附
簡

と
さ
れ
た
下
半
段
の
み
の
一
簡
が
あ
る
。

『
内
礼
』
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
立

孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
、
『
礼
記
』
内
則
・
曲
礼
上
、
『
儀
礼
』
士

相
見
礼
な
ど
の
伝
存
諸
篇
と
関
連
す
る
内
容
を
も
ち
、
と
り
わ
け

『
大
戴
礼
記
』
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と
の
間
に
密
接
な

対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
『
内
礼
』
と
曾
子

立
孝
篇
•
父
母
篇
と
の
対
応
部
分
に
は
、
共
通
点
と
同
時

福

田

哲

之

上
博
楚
簡
『
内
礼
』
の
文
献
的
性
格

|
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と
の
比
較
を
中
心
に
ー
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本
章
で
は
ま
ず
、
李
朝
遠
氏
の
「
釈
文
考
証
」
や
諸
家
の
見
解
（
注
l
)

に
も
と
づ
き
、
私
見
を
加
え
て
作
成
し
た
『
内
礼
』
の
釈
文
を
示

す
。
釈
文
は
全
体
を
①
か
ら
⑦
の
七
章
に
分
け
、
便
宜
上
、
可
能

な
限
り
通
行
の
文
字
を
用
い
た
。
釈
文
中
の
記
号
は
、
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

【
】
竹
簡
番
号

L

符
号

の
推
定
図
竹
簡
の
映
失

…
•
•
•
前
後
の
接
続
不
明

①
君
子
之
立
孝
、
愛
是
用
、
證
是
貴
。
故
為
人
君
者
、
言
人

之
君
之
不
能
使
其
臣
者
、
不
輿
言
人
之
臣
之
不
能
事
【
1
】

『
内
礼
』
釈
文

[
]
映
字
の
補
入

口
残
峡
字

に
少
な
か
ら
ぬ
相
違
点
も
認
め
ら
れ
、
か
な
り
複
雑
な
状
況
が
う

か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
は
、
竹
簡
の
排
列
復
原
に

一
定
の
有
効
性
を
も
た
ら
す
反
面
、
異
説
を
生
ず
る
原
因
に
も
な

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
内
礼
』
の
文
献
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
作
業
の
一
環
と
し
て
、
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と

の
対
応
部
分
を
中
心
に
比
較
分
析
を
試
み
、
併
せ
て
竹
簡
排
列
の

問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

是
謂
君
子
。

⑤

日

、

孝

子

事

父

母

、

以
食
悪
美
下
之
。
□
【

9
】

其
君
者
L

。
故
為
人
臣
者
、
言
人
之
臣
之
不
能
事
其
君
者
、

不
輿
言
人
之
君
之
不
能
使
其
臣
者
L

。
故
為
人
父
者
、
言
人

之
【
2
】
父
之
不
能
畜
子
者
、
不
典
言
人
之
子
之
不
孝
者
L
o

故
為
人
子
者
、
言
人
之
子
之
不
孝
者
、
不
輿
言
人
之
父
之
不

能
畜
子
者
L

。【

3
】
故
為
人
兄
者
、
言
人
之
兄
之
不
能
慈
弟

者
、
不
典
言
人
之
弟
之
不
能
承
兄
者
L

。
故
為
人
弟
者
、
言

人
之
弟
之
不
能
承
兄
【

4
】
[
者
‘
不
典
言
人
之
兄
之
不
能
慈

弟
者
。
故
]
日
‘
輿
君
言
、
言
使
臣
。
奥
臣
言
、
言
事
君
。
輿

父
言
、
言
畜
子
L

。
奥
子
言
、
言
孝
父
L

。
典
兄
言
、
言
慈

弟
L
o

【
5
】
典
弟
言
、
言
承
兄
。
反
此
乱
也
L
o

②
君
子
事
父
母
、
亡
私
栗
、
無
私
憂
。
父
母
所
楽
栗
之
、
父

母
所
憂
憂
之
。
善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
、
止
之
而
不
可
、

隠
而
任
【

6
】
不
可
。
雖
至
於
死
、
従
之
。
孝
而
不
諫
、
不

成
圏
‘
[
諫
而
不
従
、
亦
]
不
成
孝
L

。

③
君
子
[
日
]
ヽ
孝
子
不
食
ヽ
若
在
腹
中
巧
婁
‘
故
父
母
安
【
7
】

之
、
如
従
己
起
。

④
君
子
日
、
孝
子
父
母
有
疾
、
冠
不
力
、
行
不
頌
、
不
依
立
、

不
庶
語
。
時
昧
、
攻
・
崇
・
行
、
祝
於
五
祀
、
劃
必
有
盆
、

君
子
以
成
其
孝
。
【

8
】

(141) 



⑥
君
子
日
、
弟
、
民
之
綬
也
。
在
小
不
争
、
在
大
不
乱
。
故

為
少
必
聴
長
之
命
、
為
賤
必
聴
貴
之
命
。
従
人
勧
、
然
則
免

於
戻
。
【
1
0】

⑦
□
口
無
難
。
母
忘
姑
姉
妹
而
遠
敬
之
、

後
奉
之
以
中
準
【
附
】

則
民
足
有
證
、
然

以
下
に
釈
文
に
か
か
わ
る
補
足
説
明
を

論
述
の
前
提
と
し
て
、

加
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
本
文
中
の
映
字
の
補
入
に
つ
い
て
、
李
朝
遠
氏
は
、
曾
子

立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と
の
対
応
や
構
文
の
共
通
性
に
よ
っ
て

第
5
簡
に
十
四
字
、
第
7
簡
に
五
字
を
補
入
し
て
い
る
。
こ
の
復

原
は
簡
長
か
ら
推
定
さ
れ
る
字
数
と
も
合
致
し
、
き
わ
め
て
妥
当

性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
釈
文
も
そ
れ
に
し

た
が
っ
た
。

次
に
竹
簡
の
排
列
に
つ
い
て
は
、
第
一
簡
の
冒
頭
部
が
「
君
子

之
立
孝
、
愛
是
用
、
證
是
貴
」
と
の
書
き
出
し
で
開
始
さ
れ
る
こ

と
や
、
背
面
に
「
内
豊
」
の
篇
題
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
1

簡
が
『
内
礼
』
の
冒
頭
簡
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
見
な
さ

れ
る
。
残
存
本
文
と
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と
の
対
応
か

ら
、
①
の
第
1
簡
か
ら
第
6
簡
ま
で
の
接
続
に
異
論
は
み
ら
れ
な

い
が
、
②
・
③
·
④
に
か
か
わ
る
第
6

簡
•
第
7
簡
•
第
8

簡
の

接
続
に
対
し
て
修
正
案
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
曾
子
事
父
母
篇
と
の
関
係
か
ら
、
本
稿
第
三
章
に
お
い
て

検
討
を
加
え
る
。

ま
た
、
第
8
簡
か
ら
第
1
0
簡
に
み
え
る
「
君
子
日
」
と
い
う
構

文
の
共
通
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
第
7
簡
の
「
君
子
孝
子
不
食
」
は

「
君
子
」
の
後
の
「
日
」
字
を
誤
脱
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
7
簡
•
第

8

簡
•
第
9

簡
は
さ
ら
に
「
君
子

日
、
孝
子
」
と
い
う
共
通
の
構
文
か
ら
な
る
一
連
の
記
述
で
あ
っ

た
と
見
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
第

8

簡
•
第
9

簡
に
つ
い
て
は
、
第

8
簡
末
尾
「
君
子
以
成
其
孝
」
と
第
9
簡
冒
頭
「
是
謂
君
子
」
に

「
君
子
」
の
語
が
重
複
し
て
一
貫
し
た
文
意
を
得
が
た
い
た
め
、

そ
の
間
に
映
脱
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
方
、
竹
簡
の
残
存
状
況
に
注
目
す
る
と
、
第
4
簡

S
第
9
簡

お
よ
び
附
簡
は
、
竹
簡
の
断
裂
箇
所
が
ほ
ぼ
同
位
置
に
あ
り
、
こ

れ
ら
が
比
較
的
近
接
し
た
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ

う
し
た
断
裂
部
の
合
致
は
、
附
簡
が
『
内
礼
』
の
一
部
で
あ
る
こ

と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
第
1
0
簡
に
は
断
列
が
み
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
附
簡
は
第
1
0
簡
よ
り
も
前
方
に
位
置
し
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
両
簡
は
と
も
に
前
後
の
接
続
や
他
の
竹

簡
と
の
関
連
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
把
握
し

難
い
。
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B
 
A 

曾
子
立
孝
篇
と
の
比
較

本
章
で
は
、
曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
と
の
間
に
対
応
関
係

が
認
め
ら
れ
る
『
内
礼
』
①
を
中
心
に
比
較
分
析
を
お
こ
な
う
。

君
子
之
立
孝
、
愛
是
用
、
證
是
貴
。

故
為
人
君
者
、
言
人
之
君
之
不
能
使
其
臣
者
、
不
奥
言
人

之
臣
之
不
能
事
【

1
】
其
君
者
L

。
故
為
人
臣
者
、
言
人
之

臣
之
不
能
事
其
君
者
、
不
輿
言
人
之
君
之
不
能
使
其
臣
者
L

。

故
為
人
父
者
、
言
人
之
【

2
】
父
之
不
能
畜
子
者
、
不
興
言

人
之
子
之
不
孝
者
L

。
故
為
人
子
者
、
言
人
之
子
之
不
孝
者
、

不
奥
言
人
之
父
之
不
能
畜
子
者
L

o

【
3
】
故
為
人
兄
者
、

言
之
兄
之
不
能
慈
弟
者
、
不
輿
言
人
之
弟
之
不
能
承
兄
者
L
o

故
為
人
弟
者
、
言
人
之
弟
之
不
能
承
兄
【

4
】
[
者
‘
不
輿
言

人
之
兄
之
不
能
慈
弟
者
。

c
故
]
日
‘
輿
君
言
、
言
使
臣
。
輿
臣
言
、
言
事
君
。
典
父
言
、

言
畜
子
L

。
輿
子
言
、
言
孝
父
L

。
奥
兄
言
、
言
慈
弟
L

。【

5
】

典
弟
言
、
言
承
兄
。
反
此
乱
也
L

。
•
…
•
•
【
6

】

『
内
礼
』
①
（
第
1
簡

S
第
6
簡）

c

故
典
父
言
、
言
畜
子
。
輿
子
言
、
言
孝
父
。
典
兄
言
、
言
順
弟
。

輿
弟
言
、
言
承
兄
。
典
君
言
、
言
使
臣
。
輿
臣
言
、
言
事
君
。

b
 
a 

故
為
人
子
而
不
能
孝
其
父
者
、
不
敢
言
人
父
不
能
畜
其
子
者
。

為
人
弟
而
不
能
承
其
兄
者
、
不
敢
言
人
兄
不
能
順
其
弟
者
。
為
人

臣
而
不
能
事
其
君
者
、
不
敢
言
人
君
不
能
使
其
臣
者
也
。

曾
子
日
、
君
子
立
孝
、
其
忠
之
用
、
證
之
貴
。

は
じ
め
に
両
者
の
本
文
を
対
照
し
て
記
号
に
よ
り
対
応
関
係
を
示

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
読
を
掲
げ
る
（
注
2
)
0

曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）

(143) 



『
内
礼
』
①
（
第
1
簡

S
第
6
簡）

A

君
子
の
孝
を
立
つ
る
は
、
愛
を
是
れ
用
い
、
礼
を
是
れ
貴

ぶ。
B

故
に
人
の
君
為
る
者
は
、
人
の
君
の
其
の
臣
を
使
う
能
わ

ざ
る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の
臣
の
其
の
君
に
事
う
能
わ
ざ

る
者
を
言
わ
ず
。
故
に
人
の
臣
為
る
者
は
、
人
の
臣
の
其
の

君
に
事
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の
君
の
其
の
臣

を
使
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。
故
に
人
の
父
為
る
者
は
、

や
し
な

人
の
父
の
子
を
畜
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
い
て
与
に
人
の
子
の

孝
な
ら
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。
故
に
人
の
子
為
る
者
は
、
人
の

子
の
孝
な
ら
ざ
る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の
父
の
子
を
畜
う

能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。
故
に
人
の
兄
為
る
者
は
、
人
の
兄

の
弟
を
慈
し
む
能
わ
ざ
る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の
弟
の
兄

に
承
く
る
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。
故
に
人
の
弟
為
る
者
は
、

人
の
弟
の
兄
に
承
く
る
能
わ
ざ
る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の

兄
の
弟
を
慈
し
む
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。

も
の
い

c
故
に
日
く
「
君
と
言
う
と
き
は
、
臣
を
使
う
を
言
う
。
臣

と
言
う
と
き
は
、
君
に
事
う
る
を
言
う
。
父
と
言
う
と
き
は
、

子
を
畜
う
を
言
う
。
子
と
言
う
と
き
は
、
父
に
孝
な
る
を
言

う
。
兄
と
言
う
と
き
は
、
弟
を
慈
し
む
を
言
う
弟
と
言
う
と

き
は
、
兄
を
承
く
る
を
言
う
。
此
れ
に
反
す
れ
ば
乱
る
る
な

り
」
と
。

曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）

a

曾
子
日
く
、
君
子
の
孝
を
立
つ
る
は
、
其
の
忠
を
之
れ
用

い
、
礼
を
之
れ
貴
ぶ
。

b
故
に
人
の
子
と
為
り
て
其
の
父
に
孝
な
る
能
わ
ざ
る
者
は
、

敢
え
て
人
の
父
の
其
の
子
を
畜
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。

人
の
弟
と
為
り
て
其
の
兄
を
承
く
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
敢
え

お
し

て
人
の
兄
の
其
の
弟
を
順
う
る
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ず
。
人

の
臣
と
為
り
て
其
の
君
に
事
う
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
敢
え
て

人
の
君
の
其
の
臣
を
使
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ
ざ
る
な
り
。

c

故
に
父
と
言
う
と
き
は
、
子
を
畜
う
を
言
い
、
子
と
言
う

と
き
は
、
父
に
孝
な
る
を
言
い
、
兄
と
言
う
と
き
は
、
弟
を

順
う
る
を
言
い
、
弟
と
言
う
と
き
は
、
兄
を
承
く
る
を
言
い
、

君
と
言
う
と
き
は
、
臣
を
使
う
を
言
い
、
臣
と
言
う
と
き
は
、

君
に
事
う
る
を
言
う
。

『
内
礼
』

A
.
B
.
C
は
曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）

a

．b
.
c

に
対
応
し
、
君
臣
、
父
子
、
兄
弟
の
話
題
に
関
す
る
礼
と
い
う
内
容

の
み
な
ら
ず
、
本
文
に
お
い
て
も
密
接
な
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
両
者
の
相
違
点
に
注
目
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
さ

れ
る
の
は
、
曾
子
立
孝
篇
は
冒
頭
に
「
曾
子
日
」
の
三
字
を
冠
し
、

章
段
全
体
が
曾
子
の
言
説
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
内
礼
』

①
で
は
「
曾
子
曰
」
の
三
字
が
な
く
、
言
説
の
主
体
者
が
明
示
さ
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れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
様
な
状
況
を

示
す
『
内
礼
』
②
と
と
も
に
、
『
内
礼
』
の
文
献
的
性
格
と
も
関
連

す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
の
検
討
を
踏
ま
え
て
本
稿
の

最
後
に
取
り
上
げ
る
。

第
二
は
、
『
内
礼
』

A

「
愛
是
用
、
證
是
貴
」
を
曾
子
立
孝
篇

a

は
「
忠
之
用
、
證
之
貴
」
に
作
り
「
愛
」

I

「
忠
」
の
異
同
が
見
ら

れ
る
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
李
朝
遠
氏
は
「
竹
書
「
思

（
愛
）
」
和
「
忠
」
在
字
形
上
有
近
似
慮
、
「
思
」
或
誤
緑
為
「
忠
」
」

と
述
べ
、
字
形
の
類
似
に
よ
る
誤
写
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
磨
名
春
「
読
楚
竹
書
《
内
豊
》
篇
劉
記
（
一
）
」
（
「
簡

吊
研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
二
月
二
十
日
）
は
、
「
愛
」
ー
「
忠
」

の
異
同
を
「
同
義
換
読
」
と
見
な
し
、
「
忠
」
と
「
愛
」
と
が
接
近

し
た
意
味
を
も
つ
こ
と
を
多
く
の
例
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
唐
氏
の
見
解
に
し
た
が
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
李
氏
の

誤
写
説
の
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
『
内
礼
』

A

・
曾
子
立
孝
篇

a
は
、
孝
の
実
践
に
お
け
る
内
的

要
因
と
し
て
の
「
忠
愛
」
（
ま
ご
こ
ろ
）
と
外
的
要
因
と
し
て
の
「
礼
」

の
重
要
性
を
説
く
点
で
一
致
し
て
お
り
、
『
内
礼
』
①
と
曾
子
立
孝

篇
（
冒
頭
章
段
）
と
が
共
通
の
思
想
的
基
盤
を
も
つ
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

第
三
は
、
『
内
礼
』

B
.
C
が
と
も
に
君
臣
、
父
子
、
兄
弟
の
順

で
あ
る
の
に
対
し
、
曾
子
立
孝
篇
b
.
C
は
父
子
、
兄
弟
、
君
臣

と
順
序
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
父
子
関
係
の

徳
目
で
あ
っ
た
孝
を
君
臣
関
係
ま
で
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
位
置

付
け
る
点
に
お
い
て
、
両
者
に
は
共
通
の
思
想
的
基
盤
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
父
子
と
君
臣
と
の
い
ず
れ
を
起
点
と
す
る
か
と

い
う
論
理
展
開
上
の
相
違
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
両
者
の
本
文
上
の
顕
著
な
相
違
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
『
内
礼
』

B
で
は
例
え
ば
「
故
に
人
の
父
為
る
者
は
、
人
の
父

の
子
を
畜
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の
子
の
孝
な
ら
ざ

る
者
を
言
わ
ず
。
故
に
人
の
子
為
る
者
は
、
人
の
子
の
孝
な
ら
ざ

る
者
を
言
い
て
、
与
に
人
の
父
の
子
を
畜
う
能
わ
ざ
る
者
を
言
わ

ず
」
（
だ
か
ら
父
た
る
者
は
、
〈
他
人
の
〉
父
が
子
ど
も
を
養
育
で

き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
発
言
し
て
も
、
と
も
に
〈
他
人
の
〉
子
が

父
に
孝
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
発
言
し
な
い
。
だ
か
ら
子
た
る
者

は
、
〈
他
人
の
〉
子
が
父
に
孝
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
発
言
し
て
も
、

と
も
に
〈
他
人
の
〉
父
が
子
を
養
育
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
発

言
し
な
い
）
と
、
上
位
者
・
下
位
者
相
互
の
当
為
が
説
か
れ
る
の

に
対
し
、
曾
子
立
孝
篇
b
で
は
「
人
の
子
と
為
り
て
其
の
父
に
孝

な
る
能
わ
ざ
る
者
は
、
敢
え
て
人
の
父
の
其
の
子
を
畜
う
能
わ
ざ

る
者
を
言
わ
ず
」
（
子
で
あ
っ
て
そ
の
父
に
孝
で
な
い
者
は
、
〈
他

人
の
〉
父
が
子
を
養
育
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
発
言
し
な
い
）

と
、
も
っ
ぱ
ら
下
位
者
に
対
す
る
当
為
が
説
か
れ
て
お
り
、
父
、

兄
、
君
と
い
う
上
位
者
側
へ
の
言
及
は
一
切
な
さ
れ
な
い
点
で
あ
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る
（
注
3)°

と
こ
ろ
が
『
内
礼
』

C
お
よ
び
曾
子
立
孝
篇
C

で
は
、

父
子
、
兄
弟
、
君
臣
の
六
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
上
述
し

た
順
序
の
相
違
を
除
け
ば
、
両
者
の
本
文
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
『
内
礼
』

B
.
C
は
、
い
ず
れ
も
当
為
の
対
象
が
父
子
、

兄
弟
、
君
臣
の
上
下
六
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
曾
子
立
孝
篇
b
.

C

に
は
、

b
は
子
、
弟
、
臣
の
下
位
三
者
、

C

は
父
子
、
兄
弟
、

君
臣
の
上
下
六
者
と
い
う
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
注
4
)
0

こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
に
構
成
の
面
か
ら
分
析
を
加
え
て
み
よ

う
。
『
内
礼
』

A
.
B
.
C
は
、
孝
と
愛
お
よ
び
礼
と
の
関
係
を
説

V
A
を
う
け
て
、

B
の
「
故
に
人
の
君
為
る
者
は
…
…
」
へ
展
開

し
、
君
臣
、
父
子
、
兄
弟
の
六
者
の
礼
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
故
」

の
語
を
冠
す
る
共
通
形
式
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

C
で

は
「
閾
固
日
く
、
君
と
言
う
と
き
は
…
…
」
と
「
日
」
字
を
加
え

た
引
用
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

B
.
C
は
A
に
対
す

る
並
列
関
係
で
は
な
く
、

C
は
B
を
踏
ま
え
た
展
開
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
る
[
図

l
r

[図

1
]

A
↓

B
 「
故
…
…
•
故
…
…
」
↓
c

「
故
日
…
…
」

こ
れ
に
対
し
て
曾
子
立
孝
篇
の

a
.
b
.
C
で
は
、
孝
と
忠
お

よ
び
礼
と
の
関
係
を
説
く

a
を
う
け
て
、

b
の
「
故
に
人
の
子
と

為
り
て
其
の
父
に
孝
な
る
能
わ
ざ
る
者
は
…
…
」
へ
展
開
す
る
と

こ
ろ
は
『
内
礼
』
と
同
様
で
あ
る
が
、
「
故
」
字
は
b
の
冒
頭
の
み

に
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

b
の
全
体
を
統
括
す
る
語
と
見
な
さ
れ

る
。
一
方
、

C

の
「
故
に
父
と
言
う
と
き
は
…
…
」
に
は
『
内
礼
』

C
に
あ
っ
た
「
日
」
字
が
み
ら
れ
ず
、
冒
頭
の
み
に
「
故
」
字
を

付
す
b
と
同
一
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

b
.
C
は

a

に
対
す
る
並
列
関
係
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
[
図

2
r
す
な
ゎ

ち、

b
は
父
子
、
兄
弟
、
君
臣
の
上
下
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
、

上
位
者
の
父
、
兄
、
君
に
対
す
る
下
位
者
の
子
、
弟
、
臣
の
あ
り

方
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
続
い
て

C

で
は
第
三
者
と
父
子
、
兄
弟
、

君
臣
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
、
六
者
の
す
べ
て
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
内
礼
』
①
と

曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
と
は
思
想
的
基
盤
を
共
有
し
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
章
段
を
形
成
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
両
者
は
い
か
な
る
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
述
の
ご
と
く

『
内
礼
』

B
と
曾
子
立
孝
篇
b
と
の
間
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
点

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
梁
涛
「
上
博
簡
《
内
礼
》
与
《
大

戴
礼
記
・
曾
子
》
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
六
月
二

[図

2
]

a
↓
[b 
「
故
…
…
」
・

C

「
故
…
…
」
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十
六
日
）
は
、
曾
子
立
孝
篇
は
「
為
人
君
」
「
為
人
父
」
「
為
人
兄
」

の
三
句
が
流
伝
の
過
程
で
削
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の

原
因
を
「
而
被
剛
除
的
原
因
可
能
与
后
来
儒
家
君
臣
父
子
関
系
被

絶
対
化
、
竹
簡
要
求
君
臣
父
子
互
「
愛
」
．
互
「
礼
」
的
観
点
顕
得

大
逆
不
道
・
難
以
被
接
受
有
関
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
浅
野

裕
一
氏
も
、
無
資
格
者
は
他
人
を
批
判
で
き
な
い
と
す
る
曾
子
立

孝
篇
b
の
形
の
方
が
、
『
内
礼
』

B
の
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
よ
り

は
、
は
る
か
に
論
理
が
明
快
で
あ
る
と
し
、
「
そ
う
し
た
あ
か
ら
さ

ま
な
論
理
を
、
父
・
兄
•
君
な
ど
の
上
位
者
に
適
用
す
る
こ
と
を

憚
っ
て
、
曾
子
立
孝
篇
が
父
・
兄
•
君
三
者
に
関
す
る
記
述
を
敢

え
て
省
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
新
出
土

資
料
と
諸
子
百
家
研
究
」
〈
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
十
八
号
、
ニ

0
0
五
年
〉
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
『
内

礼
』
①
の
ご
と
き
本
文
が
曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
の
原
型
で

あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
留
意
す
べ
き
は
こ
の
点
を
も
っ
て
『
内
礼
』
①
が
曾

子
立
孝
篇
に
先
行
し
た
と
一
概
に
は
断
定
し
得
な
い
点
で
あ
る
。

本
文
の
改
変
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
、
曾
子
立
孝
篇
の
原
本
編

述
の
段
階
で
『
内
礼
』
①
の
ご
と
き
本
文
を
素
材
と
し
て
改
変
を

加
え
た
可
能
性
と
、
『
内
礼
』
①
の
ご
と
き
本
文
を
も
つ
曾
子
立
孝

篇
原
本
が
成
立
し
た
後
の
段
階
で
改
変
を
加
え
て
、
現
行
の
曾
子

立
孝
篇
の
本
文
が
成
立
し
た
可
能
性
の
二
つ
が
考
慮
さ
れ
る
。
現

《
内
證
》
簡
6
奥
簡
8
似
可
相
綴
連
、
「
君
子
事
父
母

時
点
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
確
定
的
な
結
論
を
提
示
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
内
礼
』
①
が
曾
子
立

孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
先
行
資
料
に
も
と
づ

く
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
首
肯
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

曾
子
事
父
母
篇
と
の
比
較
（
一
）

続
い
て
、
曾
子
事
父
母
篇
（
冒
頭
章
段
）
と
の
間
に
対
応
関
係

が
認
め
ら
れ
る
『
内
礼
』
②
を
中
心
に
比
較
分
析
を
お
こ
な
う
。

上
述
の
ご
と
く
『
内
礼
』
②
の
部
分
は
、
竹
簡
の
排
列
に
異
説
が

提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
な
お
、
竹
簡
排
列
の
問
題
は
『
内

礼
』
②
の
み
な
ら
ず
後
続
の
③
・
④
と
も
か
か
わ
る
こ
と
か
ら
、

併
せ
て
検
討
の
対
象
と
す
る
。

魏
宜
輝
「
読
上
博
簡
楚
簡
（
四
）
割
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、

二
0
0
五
年
二
月
十
五
日
）
は
、
第
6
簡
と
第
7
簡
と
を
接
続
す

る
李
朝
遠
氏
の
原
案
に
対
し
て
、
以
下
の
ご
と
く
第
6
簡
と
第
8

簡
と
の
接
続
に
よ
っ
て
曾
子
事
父
母
篇
と
の
合
致
が
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
、
排
列
の
修
正
案
を
提
起
し
て
い
る
。
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…
善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
。
止
之
而
不
可
、
憐
而
任
6

/

之
、
如
従
己
起
。
…
…

8

」
這
典
《
大
戴
礼
記
・
曾
子
事
父

母
》
中
的
「
父
母
之
行
、
若
中
道
則
従
、
若
不
中
道
則
諌
゜

諫
而
不
用
、
行
之
如
由
己
」
十
分
相
近
。
簡
文
中
的
「
如
従

己
起
」
興
「
行
之
如
由
己
」
應
是
一
致
的
。

こ
の
修
正
案
は
そ
の
後
、
董
珊
「
読
《
上
博
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
》

雑
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
二
月
二
十
日
）
．
曹

建
敦
「
読
上
博
蔵
楚
竹
書
《
内
豊
》
篇
札
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網

姑
、
二

0
0
五
年
三
月
四
日
）
・
梁
涛
「
上
博
簡
《
内
礼
》
与
《
大

戴
礼
記
・
曾
子
》
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
六
月
二

十
六
日
）
な
ど
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
管
見
で
は
修
正
案
に
対
し

て
原
案
を
支
持
す
る
見
解
は
未
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
『
内
礼
』
と
曾
子
事
父
母
篇
と
の
比
較
分

析
の
前
段
階
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
原
案
•
修
正
案
お
よ
び
対
応
す
る
曾
子
事
父
母
篇
の
釈

文
・
訓
読
を
掲
げ
、
原
案
•
修
正
案
の
対
応
関
係
を
章
の
番
号
に

よ
っ
て
示
す
（
注
5
)
。
な
お
、
修
正
案
の
引
用
は
、
『
内
礼
』
全
体
の

釈
文
を
提
示
す
る
曹
建
敦
「
読
上
博
蔵
楚
竹
書
《
内
豊
》
篇
札
記
」

に
も
と
づ
く
が
、
原
案
と
の
比
較
の
便
宜
上
、
私
見
に
よ
り
一
部

の
文
字
や
句
読
点
を
あ
ら
た
め
、
第
7
簡
の
餓
字
を
補
つ
た
。

〇
原
案
②
君
父
母
、
無
私
楽
、
無
私
憂
。
父
母
所
築
楽
之
、
父

母
所
憂
憂
之
。
善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
、
止
之
而
不
可
、

隠
而
任
【

6
】
不
可
。
雖
至
於
死
、
従
之
。
孝
而
不
諫
、
不

成
圏
‘
[
諌
而
不
従
、
亦
]
不
成
孝
L
o

③
君
子
[
日

r
孝
子
不
食
ヽ
若
在
腹
中
巧
要
o

故
父
母
安
【
7
】

之
、
如
従
己
起
。

④
君
子
日
、
孝
子
父
母
有
疾
、
冠
不
力
、
行
不
頌
、
不
依
立
、

不
庶
語
。
時
昧
、
攻
•
禁
・
行
、
祝
於
五
祀
、
劃
必
有
盆
、

君
子
以
成
其
孝
。
【

8
】

②
君
子
の
父
母
に
事
う
る
は
、
私
の
楽
し
み
無
く
、
私
の
憂

い
無
し
。
父
母
の
楽
し
む
所
は
之
を
楽
し
み
、
父
母
の
憂
う

所
は
之
を
憂
う
。
善
な
れ
ば
則
ち
之
に
従
い
、
善
な
ら
ざ
れ

ば
則
ち
之
を
止
め
、
之
を
止
め
て
可
な
ら
ざ
れ
ば
、
隠
し
て

ぁ

可
な
ら
ざ
る
に
任
た
る
。
死
に
至
る
と
雖
も
、
之
に
従
う
。

孝
に
し
て
諫
め
ざ
れ
ば
、
孝
を
成
さ
ず
。
諫
め
て
従
わ
ざ
る

も
、
亦
た
孝
を
成
さ
ず
。

③
君
子
日
く
「
孝
子
は
食
わ
ざ
る
も
、
腹
中
に
在
る
が
若
く

巧
変
す
。
故
に
父
母
之
に
安
ん
ず
れ
ば
、
己
よ
り
起
こ
る
が

如
く
す
」
と
。

④
君
子
日
く
「
孝
子
は
父
母
に
疾
有
ら
ば
、
冠
は
力
め
ず
、

(148) 



行
は
頌
ら
ず
、
依
に
立
た
ず
、
庶
語
せ
ず
。
時
昧
に
あ
れ

の

あ

ば
、
攻
・
禁
・
行
、
五
祀
に
祝
り
、
凱
た
れ
ば
必
ず
益
有
り
。

君
子
は
以
て
其
の
孝
を
成
す
。

〇
修
正
案

②
I
1
君
子
事
父
母
、
無
私
栗
、
無
私
憂
。
父
母
所
楽
栗
之
、

父
母
所
憂
憂
之
。
善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
、
止
之
而
不
可
、

隠
而
任
【
6
】
之
、
如
従
己
起
。

④
君
子
日
、
孝
子
父
母
有
疾
、
冠
不
力
、
行
不
頌
、
不
依
立
、

不
庶
語
。
時
昧
、
攻
•
禁
・
行
、
祝
於
五
祀
、
割
必
有
盆
、

君
子
以
成
其
孝
。
【

8
】

②
I
2
（
以
下
簡
文
閾
脱
）
不
可
。
雖
至
於
死
、
従
之
。
孝
而
不
諫
、

不
成
圏
‘
[
諫
而
不
従
、
亦
]
不
成
孝
L
o

③
君
子
[
日

r
孝
子
不
食
ヽ
若
在
腹
中
巧
要
‘
故
父
母
安
o

【

7
】

②
l
1
君
子
の
父
母
に
事
う
る
は
、
私
の
楽
し
み
無
く
、
私
の

憂
い
無
し
。
父
母
の
楽
し
む
所
は
之
を
楽
し
み
、
父
母
の
憂

う
所
は
之
を
憂
う
。
善
な
れ
ば
則
ち
之
に
従
い
、
善
な
ら
ざ

れ
ば
則
ち
之
を
止
め
、
之
を
止
め
て
可
な
ら
ざ
れ
ば
、
隠
し

て
之
に
任
た
り
、
己
よ
り
起
こ
る
が
如
く
す
。

④
君
子
日
く
「
孝
子
は
父
母
に
疾
有
ら
ば
、
冠
は
力
め
ず
、

行
は
頌
ら
ず
、
依
に
立
た
ず
、
庶
語
せ
ず
。
時
昧
に
あ
れ
ば
、

攻
•
禁
・
行
、
五
祀
に
祝
り
、
劃
た
れ
ば
必
ず
益
有
り
。
君

子
は
以
て
其
の
孝
を
成
す
。

②
ー
2
（
以
下
簡
文
閥
脱
）
不
可
。
死
に
至
る
と
雖
も
、
之
に
従
う
。

孝
に
し
て
諫
め
ざ
れ
ば
、
孝
を
成
さ
ず
。
諌
め
て
従
わ
ざ
る

も
、
亦
た
孝
を
成
さ
ず
。

③
君
子
日
く
「
孝
子
は
食
わ
ざ
る
も
、
腹
中
に
在
る
が
若
く

巧
変
す
。
故
に
父
母
安
ん
ず
」
と
。

〇
曾
子
事
父
母
篇
（
傍
線
部
は
『
内
礼
』
と
の
対
応
部
分
）

輩
居
離
問
干
曾
子
日
、
事
父
母
有
道
乎
。
曾
子
日
、
有
、

愛
而
敬
。
父
母
之
行
、
（
ア
）
若
中
道
則
従
、
若
不
中
道
則
諫
。

諫
而
不
用
、
行
之
如
由
己
。
従
而
不
諌
、
非
孝
也
。
副
面
点
□

従
、
亦
非
孝
也
。
孝
子
之
諫
、
達
善
而
不
敢
争
辣
°
争
琲
者

作
乱
之
所
由
興
也
。
由
己
為
無
咎
則
寧
、
由
己
為
賢
人
則
乱
。

（
イ
）
孝
子
無
私
栗
。
父
母
所
憂
憂
之
、
父
母
所
栗
楽
之
。
（
ウ
）

孝
子
唯
巧
嬰
。
故
父
母
安
之
。
若
夫
坐
如
戸
、
立
如
齊
、
弗

訊
不
言
、
言
必
齊
色
。
此
成
人
之
善
者
也
。
未
得
為
人
子
之

道
也
。輩

居
離
、
曾
子
に
問
い
て
日
く
、
父
母
に
事
う
る
に
道
有

る
か
と
。
曾
子
日
く
、
有
り
、
愛
し
て
敬
す
。
父
母
の
行
い
、
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若
し
道
に
中
ら
ば
則
ち
従
い
、
若
し
道
に
中
ら
ざ
れ
ば
則
ち

諫
む
。
諫
し
め
て
用
い
ら
れ
ざ
れ
ば
、
之
を
行
う
こ
と
己
に

由
る
が
如
く
す
。
従
い
て
諌
め
ざ
る
は
、
孝
に
非
ざ
る
な
り
。

諫
め
て
従
わ
ざ
る
も
、
亦
孝
に
非
ざ
る
な
り
。
孝
子
の
諫
め

は
、
善
を
達
し
て
敢
て
争
辣
せ
ず
。
争
緋
は
乱
を
作
す
の
由

り
て
興
る
所
な
り
。
己
に
由
り
て
咎
め
無
し
と
為
せ
ば
則
ち

寧
し
。
己
に
由
り
て
人
に
賢
る
と
為
せ
ば
則
ち
乱
る
。
孝
子

に
私
栗
無
し
。
父
母
の
憂
う
る
所
は
之
を
憂
い
、
父
母
の
楽

し
む
所
は
之
を
楽
し
む
。
孝
子
は
唯
だ
巧
変
す
。
故
に
父
母

は
之
に
安
ん
ず
。
若
し
夫
れ
坐
す
る
こ
と
戸
の
如
く
、
立
つ

こ
と
斉
の
如
く
、
訊
わ
ず
言
わ
ず
、
言
必
ず
色
を
斉
す
は
、

此
れ
成
人
の
善
な
る
者
な
り
。
未
だ
人
の
子
為
る
の
道
を
得

ざ
る
な
り
と
。

第
6
簡
と
第
8
簡
と
に
問
題
を
限
定
す
れ
ば
、
修
正
案
は
確
か

に
、
曾
子
事
父
母
篇
と
の
対
応
関
係
を
踏
ま
え
た
妥
当
な
見
解
と

い
え
る
。
し
か
し
、
②
の
全
体
的
な
構
成
に
目
を
向
け
る
と
以
下

の
ご
と
き
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

原
案
で
は
、
②
と
曾
子
事
父
母
篇
の
傍
線
部
（
イ
）
お
よ
び
（
ア
）

と
が
対
応
し
、
父
母
へ
の
諫
言
と
い
う
主
題
も
共
通
す
る
。
と
こ

ろ
が
修
正
案
で
は
、
傍
線
部
（
イ
）
は
同
様
で
あ
る
が
、
傍
線
部
（
ア
）

が
前
半
②
ー
1
と
後
半
②
ー
2
と
に
分
割
さ
れ
、
父
母
へ
の
諫
言
と

い
う
主
題
を
も
っ
た
二
つ
の
章
が
別
々
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

修
正
案
に
よ
れ
ば
②
ー
2
の
前
は
「
簡
文
問
脱
」
と
さ
れ
る
が
、
少

な
く
と
も
曾
子
事
父
母
篇
と
の
対
応
を
前
提
と
す
れ
ば
、
②
I
2
の

前
に
別
の
簡
文
を
想
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
修
正
案
に
お
い
て
②
ー
1
と
②
ー
2
と
の
間
に
位
置
す
る
④
に

は
、
『
礼
記
』
曲
礼
上
「
父
母
有
疾
、
冠
者
不
櫛
、
行
不
翔
、
言
不

惰
、
琴
悲
不
御
、
食
肉
不
至
妻
味
、
飲
酒
不
至
嬰
貌
、
笑
不
至
矧
、

怒
不
至
晋
、
疾
止
復
故
」
の
前
半
部
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
伝
存
文
献
と
の
関
連
と
い
う
点
か
ら
、
曾
子
事
父
母
篇
と

対
応
を
も
つ
章
の
間
に
『
礼
記
』
曲
礼
上
と
の
対
応
を
も
つ
章
が

入
る
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
題
の
箇
所
を
比
較
す
る
と
、
以
下
の
ご

と
く
曾
子
事
父
母
篇
と
『
内
礼
』
と
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
も
ち

な
が
ら
、
本
文
の
面
で
は
少
な
か
ら
ぬ
異
同
が
認
め
ら
れ
、
『
内
礼
』

第
6
簡
の
「
不
可
」
や
「
任
」
と
い
っ
た
表
現
に
注
目
す
れ
ば
、
親

へ
の
諫
言
に
か
か
わ
る
孔
子
の
言
と
し
て
引
用
さ
れ
る
曾
子
立
孝

篇
の
「
子
日
、
不
可
入
也
、
吾
任
其
過
、
可
入
也
、
吾
辟
其
罪
」
（
注
6
)

と
の
関
連
も
考
慮
さ
れ
よ
う
。

若
中
道
則
従
、
若
不
中
道
則
諫
。
諫
而
不
用
、
行
之
如
由
己
。

（
曾
子
事
父
母
篇
）
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善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
。
止
之
而
不
可
、
隠
而
任
【

6
】

不
可
。
…
…
【
7
】

(

『

内

礼

』

原

案

）

[
善
則
従
之
、
｀
善
則
止
之
。
止
之
而
不
可
、
隠
而
任
【

6
】

之
、
如
従
己
起
。
…
…
【

8
】

(

『

内

礼

』

修

正

案

）

ま
た
、
修
正
案
に
し
た
が
っ
た
場
合
、
『
内
礼
』
の
「
止
之
而
不

可
、
隠
而
任
【

6
】
之
、
如
従
己
起
。
…
…
【

8
】
」
と
曾
子
事
父

母
篇
の
「
諫
而
不
用
、
行
之
如
由
己
」
と
の
対
応
が
得
ら
れ
る
反

面
、
原
案
の
第
7
簡
と
第
8
簡
と
の
接
続
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、

『
内
礼
』
③
「
君
子
[
日
]
、
孝
子
不
食
ヽ
若
在
腹
中
呵
郷
守
剥
匁
書

剛
劉
【

7
】
叫
‘
如
従
己
起
。
…
…
【
8
】
」
と
曾
子
事
父
母
篇
の

傍
線
部
（
ウ
）
「
孝
子
唯
呵
剃
｛
。
故
父
母
安
之
」
と
の
合
致
が
解
消

す
る
と
い
う
逆
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
る
。

一
方
、
文
脈
の
面
で
は
、
問
題
の
「
如
従
己
起
」
の
語
は
、
「
自

発
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
、

父
母
へ
の
諫
言
が
受
け
い
れ
ら
れ
ず
道
に
外
れ
た
こ
と
に
当
た
る

場
合
も
、
空
腹
を
そ
う
で
な
い
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
父
母
を

安
心
さ
せ
る
場
合
も
、
本
来
で
あ
れ
ば
不
本
意
な
事
態
を
自
発
的

に
受
け
入
れ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
原
案
•
修
正
案

の
い
ず
れ
も
が
成
立
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
修
正
案
の
唯
一
の
成
立
根
拠
で
あ
る
曾
子
事
父

母
篇
「
行
之
如
由
己
」
と
の
対
応
は
、
必
ず
し
も
原
案
を
否
定
す

べ
き
根
拠
と
は
な
り
得
ず
、
む
し
ろ
修
正
案
に
し
た
が
っ
た
場
合

に
は
、
構
成
上
の
甑
甑
や
閥
脱
簡
の
想
定
な
ど
別
の
問
題
が
派
生

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
原
案
の
妥
当
性
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
、

『
内
礼
』
の
符
号
に
注
目
し
て
み
た
い
。
『
内
礼
』
の
本
文
に
付
さ

れ
た
符
号
に
つ
い
て
、
李
朝
遠
氏
は
「
全
篇
多
見
句
讀
符
号
」
（
「
釈

文
考
証
」
解
説
）
と
述
べ
る
が
、
実
際
に
は
以
下
の
ご
と
く
第
2

簡
か
ら
第
7

簡
の
六
簡
に
集
中
し
、
第

1

簡
•
第
8
簡
か
ら
第
1
0

簡
お
よ
び
附
簡
の
五
簡
に
符
号
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。

第
2

簡
…
•
•
•
二
個
、
第
3

簡
…
…
個
、
第

4

簡
…
…
一
個
、

第
5

簡
…
•
•
•
三
個
、
第6
簡
…
…
一
個
、
第

7

簡
…
…
一
個

し
か
も
、
句
読
に
あ
た
る
第
2
簡
か
ら
第
5
簡
ま
で
の
八
個
が
、

竹
簡
の
右
端
に
や
や
小
さ
く
付
さ
れ
る
の
に
対
し
、
章
の
末
尾
に

相
当
す
る
第
6
簡
お
よ
び
第
7
簡
の
二
個
は
、
簡
の
中
央
に
大
き

く
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
第
6
簡
•
第

7

簡
の
二

個
の
符
号
が
章
の
末
尾
を
示
す
章
符
号
の
機
能
を
も
ち
、
『
内
礼
』

に
お
い
て
は
句
読
符
号
と
章
符
号
と
に
区
別
が
存
在
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
(
[
図
版
]
参
照
）
。
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第

7
簡

第

6
筋

3
翠．

章
符
号

令

第5簡

句
読
符
号

[図版]
⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 段

落

然君美君君君従君 L 君 君
則子下子子子己子 ゜子 子
免日之日以日起ー日 事 之
於‘゜‘成 '0L......J 父 旦＇ 本
戻弟□ 孝其孝 ヽ

母 孝
゜‘ 子孝子 孝 ： 
民 事゜父 子
之 父 母 不 ： 

反
経 母 有 食 '' 

也
ヽ
疾

ヽ 亦 此 文
'' 乱

゜ 以 不： 也
食 ： ： 成 L 

： 悪 如 孝 ゜

第 第 第第第第
簡

10 ， 8 第 7 第 6 第 1
簡 簡 簡 8 簡 7 簡 6 簡 万ロ

簡• 簡・簡 S

゜゜゜゜
1 ， 符

方ロ

数

原
案 原

案
と
修
正
案
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
各
段
落
ご
と
の
符

号
数
の
分
布
を
整
理
す
る
と
、
次
表
の
ご
と
き
結
果
が
得
ら
れ
る
。
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各表にもとづき、まず原案から分析してみよう。①は

原案と修正案とが合致し、『内礼』にみえる十個の符号の

うち九個までがこの章に集中している。こうした現象が

生じた原因は、①が他の章に比して長文であり、しかも

共通構文の重出という特殊な文章構造をもつ点に求める
⑥ ⑤ ③ q> ④ ⑳ ① 段

2 1 落

然君美君父君孝＾君君 君 君
則子下子母子 L 簡文 子子 子 子
免日之日弯ー゜ 以日 事 之
於 '0 、 巳 昆月成‘ 父 li ,, 本
戻弟図孝 ‘ 慇其孝 母 孝
゜‘ 孝 不孝子

ヽ ヽ

民 可 ゜子 父
之 父 不 母

如 反
綬 母 食 有
也

ヽ ヽ '' 疾 従 此 文

゜ 以
亦 ヽ 己 乱
'' 号 也

食 不 L 

悪 故 成 ゜
第 第 第 第 第第第

簡
10 ， 7 7 8 第 6 第 1
簡 簡 簡 簡 簡 8 簡 6 簡 方ロ

簡• 簡 S

゜゜゜
1 

゜゜
， 符
万ロ

数

修
正
案

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
共
通
構
文
の
重
出
か
ら
誘
発
さ
れ

る
誤
読
を
句
読
符
号
に
よ
っ
て
防
止
せ
ん
と
す
る
意
図
が
見
い
だ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
②
は
①
の
三
分
の
一
に
満
た

な
い
文
章
量
で
あ
り
、
誤
読
を
誘
発
す
る
よ
う
な
要
因
も
存
在
し

な
い
た
め
、
章
の
末
尾
を
示
す
章
符
号
の
み
が
付
さ
れ
た
と
理
解

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
③
以
降
に
符
号
が
ま
っ
た
く
み
え
な
い
の
は
、

各
章
が
「
君
子
日
」
で
始
ま
る
共
通
形
式
を
も
ち
、
比
較
的
短
文

で
構
成
さ
れ
た
た
め
、
句
読
符
号
・
章
符
号
の
い
ず
れ
も
が
必
要

と
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
原
案
に
よ
れ
ば
、

句
読
符
号
や
章
符
号
の
付
さ
れ
た
理
由
が
、
構
成
上
の
対
応
関
係

か
ら
き
わ
め
て
合
理
的
に
諒
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
修
正
案
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
①
は
原
案
と
合
致
す

る
た
め
、
十
個
の
う
ち
九
個
の
符
号
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。
注
目

す
べ
き
は
②
ー

2
に
み
え
る
一
個
で
あ
る
。
修
正
案
に
よ
れ
ば
②
I

2
の
上
文
は
閥
脱
す
る
が
、
④
お
よ
び
③
・
⑤
・
⑥
の
各
章
が
す

べ
て
「
君
子
日
」
で
開
始
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
②
l
2
の
章
も
そ
の

冒
頭
は
「
君
子
日
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の

よ
う
に
推
定
し
た
場
合
、
「
君
子
日
」
と
い
う
共
通
の
形
式
を
も
ち

な
が
ら
、
な
ぜ
②
I
2
の
末
尾
の
み
に
章
符
号
が
付
さ
れ
た
の
か
が
、

不
可
解
な
疑
問
点
と
し
て
残
さ
れ
る
。
ま
た
仮
に
②
ー
1
・
④
・
②

I
2
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
章
段
と
解
す
れ
ば
、
②
I
2
末
尾
の
章
符

号
の
意
味
は
理
解
さ
れ
る
が
、
父
母
へ
の
諌
言
と
い
う
主
題
を
も
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②

I
君
子
事
父
母
、
無
私
栗
、
無
私
憂
゜

『
内
礼
』
②
③
（
第
6
簡

S
第
8
簡）

四

つ
②
ー
1
・
②
ー
2
に
対
し
て
、
②
ー
1
に
接
続
す
る
④
は
父
母
が
病

気
に
か
か
っ
た
際
の
礼
を
主
題
と
し
、
し
か
も
「
君
子
日
」
で
は

じ
ま
る
独
立
し
た
章
の
形
式
を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
仮

定
は
成
立
し
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
修
正
案
で
は
、
②
'
2
末
尾
に

章
符
号
が
付
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
説
明
を
見
い
だ

し
が
た
い
の
で
あ
る
。

符
号
に
注
目
し
た
以
上
の
分
析
は
、
原
案
の
排
列
と
符
号
と
の

間
に
緊
密
な
整
合
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
上
述

し
た
修
正
案
に
お
け
る
構
成
上
の
甑
顧
を
形
式
面
か
ら
裏
付
け
て

い
る
。
本
章
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
総
合
的
に
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
原
案
の
妥
当
性
は
ほ
ぼ
検
証
し
得
た
と
言
え
よ
う
。

曾
子
事
父
母
篇
と
の
比
較
（
二
）

父
母
所
栗
栗
之
、

本
章
で
は
前
章
の
検
討
を
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
『
内
礼
』
と

曾
子
事
父
母
篇
と
の
比
較
分
析
を
お
こ
な
う
。
ま
ず
原
案
に
も
と

づ
き
、
『
内
礼
』
と
曾
子
事
父
母
篇
と
の
本
文
を
掲
げ
、
対
応
部
分

を
三
種
の
傍
線
で
示
す
。

曾
子
事
父
母
篇
（
冒
頭
章
段
）

輩
居
離
問
干
曾
子
日
、

ii有道
乎

。

日

、

有

、

愛
而
敬
。
父
母
之
行
、
若
屯
進
則
船

f
茸
元
屯
遮
則
諫
゜
諫

面
不
間
祁
必
如
剌
己
。
飴
岡
布
諒
7

，
瞑
如
孝
側
。
細
裔
税
伽
如
＼

亦
眠
孝
側
。
孝
子
之
諌
、
達
善
而
不
敢
争
辣
。
争
辣
者
作
乱

之
所
由
興
也
。
由
己
為
無
咎
則
寧
、
由
己
為
賢
人
則
乱
。
~

子
無
私
楽
。
父
母
所
憂
憂
之
、
父
母
所
栗
楽
之
。
暇
衿
函
氾
5

聡
。
訳
宍
5
ぺ
邸
F
O
吟
芯
。
若
夫
坐
如
戸
、
立
如
齊
、
弗
訊
不
言
、

言
必
齊
色
。
此
成
人
之
善
者
也
。
未
得
為
人
子
之
道
也
。

そ
れ
で
は
、
『
内
礼
』

い
て
み
て
い
こ
う
。

の
記
述
の
順
序
に
従
い
、

I
•

君
父
母
、
無
私
栗
、
無
私
憂
゜

所
憂
憂
之
。
（
『
内
礼
』
②
）

対
応
部
分
に
つ

父
母
所
栗
栗
之
、

父
母

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

父
母
所
憂
憂
之
。

II
善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
、
止
之
而
不

可
，
＇
隠
岡
伍
不
所
臨
至
於
冗
‘
,
＇
従
む
。
孝
而
衣
網
、
'
’
不
威

国
＂
，
’
[
諫
而
衣
従

7:郎
]
布
成
孝
L

。

i
 

③
君
子
[
日

r
田

子

芯
‘
如
従
己
起
。

菱
。
忍
宍
5
6
四裁
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•
孝
子
無
私
梨
゜

父
母
篇
）

父
母
所
憂
憂
之
、

父
母
所
楽
栗
之
。
（
曾
子
事

ー
は
『
内
②
の
冒
頭
部
に
あ
た
り
、
曾
子
事
父
母
篇
に
お

け
る
対
応
は
、
冒
頭
の
単
居
離
の
質
問
中
に
「
事
父
母
」
の
語
が

み
ら
れ
、
そ
れ
以
外
は
後
半
部
に
ほ
ぼ
同
文
が
認
め
ら
れ
る
。
曾

子
事
父
母
篇
に
は
「
無
私
憂
」
の
語
が
な
い
が
、
す
で
に
指
摘
さ

れ
る
ご
と
く
、
後
半
と
の
対
応
か
ら
誤
脱
と
推
定
さ
れ
る
（
注
7
)
o

両
者
は
と
も
に
「
無
私
」
を
父
母
へ
の
諌
言
に
か
か
わ
る
礼
の
基

盤
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
『
内
礼
』
②
で
は
始
め
に
、
曾

子
事
父
母
篇
で
は
後
に
置
か
れ
て
構
成
を
異
に
す
る
。

II
・
善
則
従
之
、
不
善
則
止
之
、
止
之
而
不
可
、
隠
而
任
不
可
。

雖
至
於
死
、
従
之
。
孝
而
不
諫
、
不
成
孝
‘
[
諫
而
不
従
、
亦
]

不
成
孝
。
（
『
内
礼
』
②
）

•
若
中
道
則
従
、
若
不
中
道
則
諫
。
諌
而
不
用
、
行
之
如
由
己
。

従
而
不
諌
、
非
孝
也
。
諫
而
不
従
、
亦
非
孝
也
。
（
曾
子
事
父

母
篇
）

II
は
『
内
礼
』
②
の

I
に
つ
づ
く
父
母
へ
の
諌
言
に
か
か
わ
る

主
題
部
分
で
あ
り
、
諌
言
が
受
け
い
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
た
と
え

道
に
外
れ
て
い
て
も
父
母
に
し
た
が
う
と
の
共
通
し
た
内
容
を
も

つ
。
上
述
し
た
ご
と
く
相
互
に
本
文
は
異
な
る
が
、
詳
細
に
比
較

す
る
と
構
文
上
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
両
者
の
密
接
な
関
係
が

う
か
が
わ
れ
る
。

III
・
孝
子
不
食
、
若
在
腹
中
巧
妻
。
故
父
母
安
之
、
如
従
己
起
。

（
『
内
礼
』
③
）

•
孝
子
唯
巧
愛
。
故
父
母
安
之
。
（
曾
子
事
父
母
篇
）

III
は
『
内
礼
』
②
に
つ
づ
く
③
の
段
落
に
み
ら
れ
る
。
『
内
礼
』

③
は
、
孝
子
は
空
腹
で
あ
っ
て
も
巧
み
に
そ
う
で
な
い
か
の
よ
う

に
見
せ
か
け
、
父
母
を
安
心
さ
せ
る
、
と
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
曾
子
事
父
母
篇
で
は
「
父
母
に
事
う
る
に
道
有

る
か
」
と
の
単
居
離
の
問
い
に
対
す
る
曾
子
の
答
え
の
末
部
に
位

置
し
、
こ
の
後
に
「
若
し
夫
れ
坐
す
る
こ
と
戸
の
如
く
、
立
つ
こ

と
斉
の
如
く
、
訊
わ
ず
言
わ
ず
、
言
必
ず
色
を
斉
す
は
、
此
れ
成

人
の
善
な
る
者
な
り
。
未
だ
人
の
子
為
る
の
道
を
得
ざ
る
な
り
」

と
の
文
章
が
続
い
て
曾
子
の
答
え
が
結
ば
れ
て
お
り
、
孝
子
は
た

だ
ひ
た
す
ら
父
母
に
応
じ
て
巧
み
に
自
分
を
変
化
さ
せ
、
父
母
を

安
心
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
型
通
り
の
行
動
で
は
「
成

人
の
善
」
に
と
ど
ま
り
、
「
人
の
子
為
る
の
道
」
を
会
得
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
と
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
内
礼
』

③
で
は
「
不
食
（
食
わ
ず
）
」
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
孝
子
の
と
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る
べ
き
実
践
と
し
て
「
巧
変
」
が
説
か
れ
る
の
に
対
し
、
曾
子
事

父
母
篇
で
は
曾
子
と
単
居
離
と
の
問
答
形
式
に
よ
り
、
孝
に
お
け

る
理
念
と
し
て
「
巧
変
」
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
相
違
は
、
他
の
章
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
ご
と
く
『
内
礼
』
が

も
っ
ぱ
ら
具
体
的
な
礼
の
実
践
を
記
す
の
に
対
し
、
曾
子
事
父
母

篇
は
単
居
離
の
「
父
母
に
事
う
る
に
道
有
る
か
」
と
の
問
い
に
対

す
る
曾
子
の
答
え
の
結
び
と
し
て
、
普
遍
的
な
視
点
か
ら
父
母
へ

の
孝
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
内
礼
』
②
③
と
曾
子
事
父
母
篇
（
冒
頭
章
段
）

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
章
段
を
形
成
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
は
共
通
の
思
想
的
基
盤
に
立
脚
し
て
お
り
、
主
題
や

内
容
に
も
顕
著
な
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、

I
の
本
文

の
合
致
や

II
に
お
け
る
構
文
の
共
通
性
、
さ
ら
に
田
に
み
え
る
「
巧

変
」
の
ご
と
き
特
殊
な
用
語
の
合
致
な
ど
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
『
内
礼
』
②
③
は
曾
子
事
父
母
篇
（
冒
頭
章
段
）
と
密
接
な

関
係
を
も
つ
資
料
に
も
と
づ
く
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
基
本
的
に
は
先
に
検
討
を
加
え
た
『
内
礼
』

①
と
曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
の
場
合
と
類
似
す
る
が
、
『
内
礼
』

①
に
比
し
て
『
内
礼
』
②
③
は
、
よ
り
複
雑
な
対
応
関
係
を
示
し

て
い
る
。
『
内
礼
』
①
と
曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
に
お
い
て
は
、

上
下
六
者
か
下
位
三
者
か
と
い
う
相
違
は
み
ら
れ
た
も
の
の
、
発

言
に
か
か
わ
る
当
為
を
説
く
と
い
う
点
で
両
者
の
内
容
は
共
通
し
、

日
」
の
有
無
を
除
け
ば
、
単
独
の
言
説
と
い
う
点
で
構
成

に
も
大
き
な
相
違
は
生
じ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
『
内

礼
』
②
③
で
は
、
曾
子
と
単
居
離
と
の
問
答
と
い
う
形
式
上
の
相

違
に
加
え
て
、
具
体
的
な
孝
の
実
践
を
記
す
『
内
礼
』
②
③
と
普

遍
的
な
視
点
か
ら
孝
を
説
く
曾
子
事
父
母
篇
（
冒
頭
章
段
）
と
い

う
論
述
意
図
の
相
違
が
、
複
雑
な
対
応
関
係
を
生
じ
る
一
因
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
指
摘
し
た
、
曾
子
事
父
母
篇
の
「
行

之
如
由
己
」
と
『
内
礼
』
の
「
如
従
己
起
」
と
の
類
似
表
現
が
、

前
者
は
曾
子
事
父
母
篇
の
『
内
礼
』
②
と
の
対
応
部
分
に
、
後
者

は
『
内
礼
』
③
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
一
見
不
自
然
な
現
象
も
、

両
者
の
複
雑
な
対
応
関
係
を
示
す
事
例
の
一
っ
と
見
な
し
得
る
の

で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
内
礼
』
と
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と
の
比

較
を
中
心
に
、
『
内
礼
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。

『
内
礼
』
は
、
「
君
子
之
立
孝
」
で
は
じ
ま
る
①
と
「
君
子
事
父

母
」
で
は
じ
ま
る
②
の
後
、
③
以
後
の
各
章
が
「
君
子
日
」
で
は

じ
ま
る
共
通
の
形
式
を
も
つ
構
成
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま

た
①
は
曾
子
立
孝
篇
（
冒
頭
章
段
）
‘
②
お
よ
び
③
は
曾
子
事
父
母

篇
（
冒
頭
章
段
）
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
資
料
に
も
と
づ
い
て
作

結
語
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成
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
、
さ
ら
に
④
に
も
『
礼
記
』
曲
礼
上

と
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
君
子
日
」
の
形
式
を
も

つ
他
の
章
に
つ
い
て
も
先
行
資
料
の
存
在
が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
諸
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
『
内
礼
』
は
礼
に
関
す
る
編
纂
書

的
な
性
格
を
も
つ
文
献
で
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う

（注
8
)
。
第
二
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
『
内
礼
』
①
に
曾
子
立
孝
篇

冒
頭
の
「
曾
子
日
」
が
見
え
な
い
点
や
『
内
礼
』
②
が
曾
子
事
父

母
篇
の
よ
う
な
曾
子
と
単
居
離
と
の
問
答
と
い
う
形
式
を
と
ら
な

い
点
な
ど
も
、
も
っ
ぱ
ら
礼
の
具
体
的
な
実
践
を
提
示
す
る
と
い

う
『
内
礼
』
の
編
纂
意
図
と
お
そ
ら
く
無
関
係
で
は
な
く
、
『
内
礼
』

は
礼
の
学
習
に
お
け
る
課
本
的
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
（
注
9
)
0

最
後
に
『
内
礼
』
①
お
よ
び
②
③
が
も
と
づ
い
た
先
行
資
料
の

問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
き
く
分
け
て
、

『
漢
書
』
芸
文
志
所
載
の
『
曾
子
』
十
八
篇
と
つ
な
が
り
を
も
っ

『
曾
子
』
関
係
の
資
料
と
す
る
見
方
と
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
曾

子
と
は
直
接
的
な
関
係
を
も
た
な
い
段
階
の
礼
関
係
の
資
料
と
す

る
見
方
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
る
。
曾
子
学
派
は
孔
門
を
代
表
す
る

学
派
の
―
つ
で
あ
り
、
子
思
や
孟
子
・
楽
正
子
と
い
っ
た
有
力
な

弟
子
・
後
学
の
存
在
（
注
10)
を
踏
ま
え
れ
ば
、
『
曾
子
』
原
本
の
成
立

も
か
な
り
早
い
時
期
に
糊
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
孝
を
中
心
と
す
る
『
内
礼
』
①
お
よ
び
②
③
が
曾
子
と
ま

っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
お
そ
ら
く
『
曾
子
』

関
係
の
資
料
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
『
曾
子
』
十

八
篇
の
一
部
と
見
な
さ
れ
て
い
る
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇

と
の
密
接
な
関
係
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
た
も
の
と
理
解

さ
れ
、
孝
を
中
心
に
礼
の
実
践
を
説
く
『
内
礼
』
の
冒
頭
に
そ
れ

ら
が
位
置
し
て
い
る
の
も
、
曾
子
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
l
l
)
o

と
こ
ろ
で
、
上
博
楚
簡
に
は
『
内
礼
』
と
は
別
種
の
曾
子
立
孝

篇
と
重
複
す
る
内
容
を
も
っ
た
文
献
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
文
献
が
公
表
さ
れ
れ
ば
、
戦
国
中
期
以
前
に
お
け
る
曾
子
立

孝
篇
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
り
、
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
十
篇
の
成
立

や
孝
の
思
想
史
的
展
開
な
ど
に
つ
い
て
も
研
究
の
進
展
が
期
待
さ

れ
る
。
『
大
戴
礼
記
』
曾
子
立
孝
篇
・
曾
子
事
父
母
篇
と
の
比
較
分

析
を
中
心
に
『
内
礼
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た

本
稿
は
、
言
わ
ば
そ
の
第
一
段
階
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
本

稿
で
提
起
し
た
諸
点
や
十
分
に
論
究
で
き
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い

て
も
、
新
資
料
と
の
関
連
か
ら
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
て
み
た

‘。し
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(
1
)
釈
文
の
作
成
に
あ
た
り
、
磨
名
春
「
読
楚
竹
書
《
内
豊
》
篇
割
記

（
一
）
」
、
同
「
読
楚
竹
書
《
内
豊
》
篇
割
記
（
二
）
」
（
「
簡
吊
研
究
」

網
姑
、
二

0
0
五
年
二
月
二
十
日
）
、
曹
建
敦
「
読
上
博
蔵
楚
竹
書
《
内

豊
》
篇
札
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
三
月
四
日
）
な

ど
を
参
照
し
た
。

(
2
)
以
下
、
曾
子
立
孝
篇
の
引
用
は
、
『
大
戴
礼
記
解
詰
』
（
中
華
書
局
、

一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
李
朝
遠
氏
が
「
釈
文
考
証
」
（
『
上
海
博
物

館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
四
年
）
に
お

い
て
言
及
し
て
い
る
。

(
4
)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
浅
野
裕
一
「
新
出
土
資
料
と
諸
子
百
家

研
究
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
十
八
号
、
二

0
0
五
年
）
に
指
摘

が
あ
る
。

(
5
)

以
下
、
曾
子
事
父
母
篇
の
引
用
は
、
『
大
戴
礼
記
解
詰
』
（
中
華
書

局
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
る
。

(
6
)

『
大
戴
礼
記
解
詰
』
は
、
「
子
日
、
可
入
也
、
吾
任
其
過
、
不
可
入

也
、
吾
辞
其
罪
」
に
作
る
が
、
文
意
が
通
じ
難
い
た
め
、
戴
震
校
本

に
し
た
が
い
「
可
入
」
を
「
不
可
入
」
に
、
「
不
可
入
」
を
「
可
入
」

に
改
め
た
。

(
7
)
曹
建
敦
「
読
上
博
蔵
楚
竹
書
《
内
豊
》
篇
札
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」

注

網
姑
‘

1
0
0
五
年
三
月
四
日
）
、
同
「
用
新
出
竹
書
校
読
伝
世
古
籍

札
記
一
則
ー
上
博
簡
《
内
豊
》
校
読
《
大
戴
礼
記
》
一
則
」
（
「
簡
吊

研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
三
月
六
日
）
参
照
。

(
8
)
浅
野
裕
一
氏
は
、
『
内
礼
』
に
は
①
に
お
い
て
君
・
臣
、
父
・
子
、

兄
・
弟
の
六
者
の
当
為
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
⑥
に
お
い

て
は
上
位
者
に
対
す
る
下
位
者
の
一
方
的
服
従
が
求
め
ら
れ
る
い
っ

た
異
な
る
主
張
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
「
新
出
土

資
料
と
諸
子
百
家
研
究
」
前
掲
注
(
4
)
）
。
こ
う
し
た
状
況
も
、
『
内

礼
』
が
先
行
資
料
に
も
と
づ
く
編
纂
書
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を

示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
9
)
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
上
博
楚
簡
『
従
政
』
の
大
部
分
が
「
聞

之
日
」
と
い
う
同
一
形
式
の
書
き
出
し
を
も
っ
た
節
で
構
成
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
湯
浅
邦
弘
氏
は
「
『
従
政
』
と
儒
家
の
「
従
政
」
」
（
『
中

国
研
究
集
刊
』
第
三
十
六
号
、
二

0
0
四
年
、
『
竹
簡
が
語
る
古
代
中

国
思
想
』
汲
古
書
院
、
二

0
0
五
年
所
収
）
に
お
い
て
、
『
従
政
』
に

「
聞
之
日
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
伝
世
儒
家
系
文
献
に

「
子
日
」
「
孔
子
日
」
と
し
て
引
用
さ
れ
る
孔
子
の
言
と
ほ
ぼ
重
複
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
従
政
」
の
意
味
の
分
析
を
踏
ま
え
、

そ
の
性
格
に
つ
い
て
以
下
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
文
献
は
、
あ
る
べ
き
「
為
政
」
者
や
「
従
政
」

者
の
姿
を
一
般
論
と
し
て
説
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
儒
家
集

団
自
身
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
「
従
政
」
の
際
の
心
得
を
、
孔
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子
の
言
を
織
り
込
み
な
が
ら
編
集
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
こ
の
文
献
は
、
広
く
世
界
に
向
け
て

発
信
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
他
な
ら
ぬ
儒
家
集
団
自
身
が

希
求
し
た
、
言
わ
ば
内
部
文
書
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
見
解
は
、
『
内
礼
』
の
文
献
的
性
格
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も

参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
孔
子
の
発
言
か
ら
な
る
『
従

政
』
が
「
聞
之
日
」
と
い
う
形
式
で
記
述
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『
内
礼
』

で
は
「
君
子
日
」
と
い
う
形
式
を
中
心
に
実
践
す
べ
き
礼
が
提
示
さ

れ
て
お
り
、
発
話
者
の
固
有
名
詞
を
付
さ
な
い
同
一
形
式
の
反
覆
と

い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
は
類
似
し
た
表
現
形
式
を
も
ち
、
先
行
資

料
に
も
と
づ
く
内
部
向
き
の
編
纂
書
と
い
う
性
格
面
に
お
い
て
も
、

共
通
性
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(10)

例
え
ば
『
韓
非
子
』
顕
学
篇
が
伝
え
る
孔
子
没
後
に
分
立
し
た
儒

家
八
派
の
な
か
に
は
、
「
子
思
の
儒
」
「
孟
氏
の
儒
」
「
楽
正
氏
の
儒
」

が
含
ま
れ
て
い
る
。

(11)
梁
涛
「
上
博
簡
《
内
礼
》
与
《
大
戴
礼
記
・
曾
子
》
」
（
「
簡
吊
研
究
」

網
姑
、
二

0
0
五
年
六
月
二
十
六
日
）
は
、
『
内
礼
』
と
曾
子
事
父
母

篇
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

二
者
内
容
基
本
是
一
致
的
。
不
過
従
《
内
豊
》
与
《
曾
子
》
的
相

関
文
字
看
、
も
憫
之
間
井
不
是
一
種
直
接
的
対
応
関
系
、
而
更
像

是
対
某
種
相
同
観
念
和
思
想
的
記
録
和
叙
述
。
之
所
以
出
現
這
種

情
況
、
可
能
是
因
為
早
期
儒
家
学
者
没
有
著
書
立
説
的
習
慣
、
其

言
論
往
往
由
弟
子
記
録
・
流
伝
下
来
、
所
以
一
開
始
井
没
有
固
定

的
伝
本
、
《
内
礼
》
与
《
曾
子
》
是
当
時
流
伝
的
不
同
伝
本
。
或

者
当
時
雖
已
有
固
定
伝
本
、
但
学
者
俯
可
根
据
自
己
的
需
要
選
択

摘
録
、
《
内
礼
》
即
是
其
摘
録
本
、
其
中
也
包
括
了
《
曾
子
》
的

言
論
。
但
不
論
是
那
種
情
況
、
《
内
礼
》
与
《
曾
子
》
存
在
一
定

的
聯
系
則
是
可
以
肯
定
的
。

と
述
べ
、
『
内
礼
』
と
『
曾
子
』
は
い
ま
だ
固
定
さ
れ
な
い
段
階
の
異

な
る
伝
本
で
あ
っ
た
可
能
性
と
、
当
時
す
で
に
固
定
さ
れ
た
伝
本
が

存
在
し
、
『
内
礼
』
は
そ
こ
か
ら
必
要
に
応
じ
て
摘
録
し
た
摘
録
本
で

あ
り
、
そ
の
中
に
『
曾
子
』
の
言
論
を
包
括
し
た
可
能
性
の
二
つ
を

提
起
し
て
い
る
。
「
固
定
伝
本
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い

て
は
慎
重
な
諮
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
れ

ば
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(
B
)
「
戦
国
楚
簡
の
総
合
的
研
究
」
（
研
究
代
表
者
・
湯
浅
邦
弘
）
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

C 159) 


